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指定通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出について  

 

 日ごろより本市介護保険事業にご協力賜わり、誠にありがとうございます。  

 さて、本市においては、平成 27 年７月１日付けで「指定居宅サービス等の事業の人

員等に関する基準等を定める条例」等を一部改正し、指定通所介護事業者等が、その

指定に係る指定介護事業所等の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護等以外の

サービス（宿泊サービス）を提供する場合には、本市に届け出る旨を規定いたしまし

た。 

この改正に伴い、宿泊サービスの届出に関する取扱いを別添のとおりとしましたの

で、既に宿泊サービスを実施している、又はこれから宿泊サービスを実施しようとす

る指定通所介護事業者等におかれましては、適切に届出を行っていただきますようお

願いいたします。 

また、利用者に対する宿泊サービスの提供に当たっては、利用者の安全及びプライ

バシー等の確保が不可欠になります。本市においては、平成 27 年７月１日付けで「指

定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを

提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を制定しましたので、この

指針に定める基準に従い、適切に行うよう併せてお願いいたします。  
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